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貸出ルールについてのアンケート集約結果（回答数：28名） 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用日のどれくらい前から申し込みできればよいと思いますか。 

 

２．受付の方法等について 

ところに 

 

受付方法 その他： 

✓ 基本３ヶ月前で優先団体等は９ヶ月前から 

✓ イベントの規模等によりますが、規模が大きいものは利用可能な日は早くわかった

ほうがよいと思います 

✓ スペース全部使うイベントの場合は準備や広報の都合もあるため、4か月～半年前

に申し込みができるといいですね。区切って使う場合は、全フロア使用より短く設

定して 2～3 か月前でもいいかと思います。先に大きなイベントで押さえられてい

ることがわかれば、埋まっていない日に設定することができます。 

✓ 行政と協働の場合は 6か月以上いただきたい 

✓ 貸し出す場所、利用目的によって変えるべき。例えば会議室を借りてクローズの会

議をするのと、プラットホームを借りてイベントを行うのでは期間が同じでよいと

は思えない 

✓ 原則 3ヶ月前。特例＝6ヶ月前…規模が大きいイベント、市の重点施策に沿った企

画などは先行予約可能に） 

資料　４
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３．貸出の回数制限について 

ところに 

 

回数制限は必要である  その他 

✓ ３ヶ月当りの時間数×貸出範囲の総

計を制限 

✓ 利用希望状況などわからないため答

えられない 

✓ 施設、スペースによる。利用状況をみ

て、半年、1 年後に見直しを。 

回数制限は不要である 

✓ 特定団体が独占しない仕組みづくりは公平性を保つ上では必要。基本回数制限等は設けない方

が良い。団体間の交流を深めれば、マニュアルやルールを作らなくてもお互いの取組を尊重し

合うマナーある武蔵野スタイルが出来上がるのではないか。施設利用の理念を掲げれば問題な

いと思います。 

✓ 2 で抽選にした場合は、混み合っているのに 1 団体が独占してしまうという心配はないから。

混み合っていないのなら何度も使ってもらったほうが施設の有効活用になる。 

✓ 回数で決めるのではなく、期間展示のような表現の方法もあると思います。そういう発表の場

があっていいと思います。 

✓ しばらく制限なしで運用して、状況を見てから制限の検討をしたほうが良いと思う。 

✓ わんさか押し寄せるくらいなら考えなくてはなりませんが、回数制限なしで始めてみたらいか

がでしょうか。 

✓ 団体の会員の利用は、原則１回として、貸し出し内容が外に開かれた企画である場合は複数回

の利用も可 

✓ 調整の上抽選であれば、調整の機会に過去の利用回数に応じて融通し合うことが可能。 

抽選の受付期間 その他 

✓ 申込後に抽選 

✓ ２週間以上前に抽選があった方が年間計

画を立てやすい 

✓ 期間は長くないようが良いと思う 

先着順 その他 

✓ 6か月前から順次 
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４．貸出する時間の単位について 

ところに 

 

1日単位の最長期間 その他 

✓ 展示・発表の場合、最大１週間、

その他の場合は、最大１日 

✓ 1 月 

✓ 無制限 

貸出時間の単位 その他 

✓ ３時間利用したい場合は、１時間を連続申し込む。備

考に施設利用目的を記入して取組を共有） 

✓ 1 コマ 2 時間。複数コマもあり。1 日貸しもあり。そ

のうえ連続使用もできるようにする。期間は最大 1週

間 

✓ これも具体的なスペースや企画によって異なりそう。 

✓ 3時間単位 
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分割は不要である

0%

半分

30%

１／４

26%

１／８

9%

その他

35%

必要である

100%

分割貸出について

５．１階のプラットホーム（フリースペース、ものづくり工房）では、分割貸出が必要ですか 

６．予約確定後にキャンセルする場合、ペナルティは必要ですか 

 

分割貸出 その他 

✓ 使用人数に応じて柔軟に） 

✓ １／４ (注)一括又は１／２も可 

✓ 利用者が許せば 

✓ 内容による 

✓ 利用目的、方法によって設定すべきで、一律に

決めるべきではない 

✓ フリーススペース＝1/4くらい？ 

✓ ものづくり＝テーブル１個で一人でも利用可 

～ スペース一括も可 

✓ 分割の場合、先に予約が入っている企画の内

容が知りたい。 

✓ 机はいくつありますか？状況にもよりますが

いつも空いているスペースを最低 2 テーブル

くらい残したいところです。 

ペナルティの対象 その他 

✓ 他の公共施設と同じでいいので

は？ 

✓ １回２回は注意する。同じ団体が

2 回無断キャンセルした場合、も

う一度あったら〇〇月間の貸出停

止を予告する。※〇〇は皆ででき

るだけ納得するところで。 

ペナルティの内容 その他 

✓ 2ヶ月位 

✓ 公表する 

✓ 訓告 

✓ 顛末書提出 

✓ 翌月の貸出停止 

✓ １か月程度の停止 
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７．特定の団体への貸出の優先手続きについて 

８．貸出を優先する対象について 

 

優先貸出の対象 その他 

✓ 市の主催・共催等のイベント等に関しては優先的利用ができるなどのご配慮

があるとありがたいです 

✓ 複数の活動フィールドのなかに武蔵野市を入れていること エコリゾートに

活動団体の登録をした団体。神田川ネットワークは神田川が流れる 2市 13区

で活動するメンバーがいます。代表者が武蔵野市民ではない場合もありま

す。でも神田川の源泉が井の頭公園であることから武蔵野市は活動に欠かせ

ないフィールドです。しかし左枠内の条件だと当てはまらない団体です。 

✓ これも貸し出す場所、利用目的によって異なる。例えば、会議室を専有して

会議を行うようなケースでは、市内の団体・個人を優先すべき。しかし、環

境に関するイベントを行う場合、そこに参加する市民のためになるのであれ

ば、主催者が市内の団体・個人であるかどうかは関係なく、むしろ優先すべ

き。また、優先貸出対象を団体に限る必要は無く、個人でも可とすべき。 

✓ 「団体」単位での優遇ではなく、企画ごとに判断。 

✓ 最優先の視点は、エコ re ゾートの目的への貢献度、住所が市内かどうかよ

り、武蔵野市民への環境啓発効果や先進的な試行的試み、など。… 目安は設

けつつ、運営者が個別に判断。 

✓ 市内の環境活動にとって他市の活動が学びや刺激に寄与する団体が多々出

て来るのではないか。きてほしいので相談しながら決めていく。 

市内団体の特定 

その他 

✓ 団体としての

登録住所 

✓ 地域の市民団

体（環境でな

くても可） 

ペナルティ不要 

✓ 【施設利用者向けの案内等に注意書で対応】例：施設管理事務局が、いたずら目的の予約によ

るキャンセルと判断した場合は、今後、施設の利用を控えていただきますのでご注意ください。 

✓ 貸出ルールには「無断キャンセル等があった場合は、それ以降の貸出を停止することがありま

す」としておき、有事の際には都度審議する。（あまりないと思います） 

✓ 連絡キャンセルを確実にすればよい 

✓ キャンセルの理由にもよりますが、やむを得ずキャンセルする場合にパネルティはいらないと

思います。 
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９．優先貸出の内容について 

 

重複の場合の優先 その他 

✓ 重複した場合は、優先する順番はなく

ても良いと思います。 

✓ まずは登録団体優先。重複したら抽選 

✓ もっぱら利用する団体・個人のみで専

有して利用する、排他的な活動は優先

順位を下げるべき 

優先貸出は不要 

✓ 市の施設は常にオープンで平等の方が良い。優先手続きは、特定団体の予約の手間が省ける

のと計画を立てやすくすることくらい。施設側が、特定団体と話し合って、環境の日などの

イベント日を年間で定め、市民向けの発信内容をあらかじめ検討するのは、良いことだと思

う。 

✓ 優先団体のイメージが湧かない 

✓ 必要な理由がないから 

✓ 皆が使うので 

✓ 固定化すると他の団体が使用しにくくなると思います。 

優先貸し出しの内容 その他 

✓ 武蔵野市環境部の後援等名義使用許可がある

イベント 

✓ 上にも書いたとおり、不特定多数の市民が参加

できる環境に関するイベント等に利用する場

合は優先貸出すべき。 

いつから優先申込できるか その他 

✓ 通常申込みが６ヶ月前からの場合、→ 

その１ヶ月前 

通常申込み受付開始が６ヶ月前より短い

場合 → ６ヶ月前（講師の予定を半年

前くらいには押さえないといけない場合

がたまにあるので。 

✓ イベントや準備が必要なものもあるでし

ょう。それなら 6 か月前くらいがいいの

でしょうが、ふつうは一か月前くらいで

いいかもしれません。内容によります。 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．貸出の理由について 

 

貸出の理由 その他 

✓ 施設の利用目的は、環境に限定しない方が良い。環境問題は、環境面を考えていない側への多

角的なアプローチも必要。普段環境に対して意識の低い方が、会議室を借りたい理由等による

施設への来場をきっかけに環境への意識醸成を図るきっかけになることがあるかも知れない。

施設を利用する際は、環境に関するアンケートを取るなどひと工夫して、施設のサービスや環

境関連の新たな啓蒙活動のきっかけになる意見や客観的な意見を聴く機会になるようにする。

アンケートの内容は、環境について学べるような工夫をしても良いと思います。 

✓ 内容が判らないので 

✓ 1．5．の 1 階のプラットホームの貸出は当初から分割して貸出すのか、それとも申込み数に応

じて分割するのか 

2．8．の市内団体の特定のためには、事前登録制としてはどうか 

3．申込み状況をみたうえで、今後ルールの見直しの検討があることを明記してはどうか" 

✓ 公序良俗に反しない限り、市内の団体・個人には貸出すべき 

✓ 1週間前に空いていれば他分野で活動する市民団体の会議・打ち合わせなどに貸してもよいと

思いますし、他のイベントが雨だった時に場所の提供ができると良いかもしれません 

✓ 基本的に市民であれば団体、個人の区別なく借りる権利を有することから、公序良俗に反しな

い限り市民のどのような認めるべき。ただし、基本的には市の施設なので、市民誰でも利用す

る権利があります。しかし、占有して排他的に利用する場合には理由が必要です。その理由が、

環境啓発目的で、かつ市民誰もが参加できる機会であれば優先的に貸し出してもよいと思いま

す。ただし、その場合どこを使うのか、その期間はいつまでか、どうやって市民が参加するの

かなど、事前の調整を丁寧にすべきで、その上で貸し出しの手続きを進める必要があります。

スタッフにはその調整能力に最も期待しているとともに、我々利用者も連携協力するイメージ

があります。どうしても占有して排他的に利用したい場合は、その理由を明らかにさせるべき

で、どのような理由であれば、それを認めるかどうかの基準を設けた方がよいと思います。 
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✓ いずれか☑にきめられず、意見を多く出してしまいました。取りまとめられず申し訳ございません。 

✓ "武蔵野市がＳＤＧｓ理念に沿って誇れる姿勢で公開活動していることをアピールできるよう 

✓ 明るく・楽しい・快適な開かれた場所であってほしいです。" 

✓ できるだけ自由に設定して問題があれば検討すればいいと思います 

✓ 近くに、コミセン、体育館、市庁舎があります。それらとは違った利用をされてこそ、エコ re ゾー

トの存在意義があります。市民にオープンで活動内容が明確にわかり、しかも今日は何をやっている

かなあと気軽にのぞけるような施設であってほしいです。施設の貸出に対してもそのような配慮を

し、閉鎖的にならないといいと思います。位置的に、西東京市や練馬区とも近いので市内限定の利用

には反対です。多くの方に利用していただける施設がよいと思います。 

✓ 障害がある方が主役となり交流・発表・理解・地域共生社会の創造などを目的にして開催しておりま

す「むさしのあったかまつり」の事務局を、当法人(社会福祉法人武蔵野)が担当しております。当事

者や関係団体の有志が集まり、毎年実行委員会を組織して手作りで企画運営して年に 1 回、これま

でに 19回開催してきました(昨年はコロナの影響で中止)。このあったかまつりではこれまでも会場

をどこにするかという課題が議論されて、何度か騎乗を変更するなどもしてきました。このたびエコ

re ゾートがオープンしたということで、貴施設での開催の可能性に関しても検討させていただけな

いかと考えています。まだ漠然としたイメージの中でのことですので、実行委員のみなさまのご意見

もうかがったうえで、ご相談させていただければと存じます。 

✓ 貸出ルールとちがいますが、どんぐり広場他足が悪いのでベンチをお願いします。しばふの所に犬の

立ち入り禁止のかんばんをお願いします。 

✓ 環境活動を応援する施設で、活動団体の発表の場、作業の場、学びの場として期待するものです。た

だ、市内にこのような只々だだっ広い空間を持つ施設は見当たらないため、他分野の活動の大規模イ

ベントにも使えるといいかもしれませんね。そういう柔軟性を持つのが「環境」というものだから。

しかし、環境活動を優先させるなど、それなりのルールは必要だと思いますが。 

✓ 社会福祉法人武蔵野のつむぐとはリサイクル活動(リサイクルの中から生み出される商品の制作・販

売)に力を入れています。ＳＤＧｓの開発目標に「すべての人に健康と福祉を」とあるように、障害

のある方の活動場所としても市民に開かれた場所であることを希望します。また予約をしなくても

散歩の休憩に寄ったり、館内や屋外でお茶休憩をしたりと気軽に利用でき、受け入れてもらえるよう

な施設であることをお願いしたいと思います。 

✓ 利用した場合は使用内容の作品等の写真を撮って利用人数報告書等記録を残す必要がある。 

✓ 当面の期限を決めた試行ルールとして、見直すことを前提とする。 

✓ 想像力が乏しく回答が難しい、より多くの人に環境問題に関心をもってもらう工夫は必要と思って

いる。当面はできるだけゆるいルールにおいて運営して中で必要に応じて見直していくのがいいの

ではないか。 

✓ 令和２年 11月にオープン後、コロナ感染などで思うように事が運ばないと思いますが、うまくい

かない点があれば柔軟に改良しながら当分の間運営していければ良いと思う。 

11．その他 ご意見など 

 


